
政府の犯罪対策に関する取組について

犯罪対策閣僚会議
（１５年９月２日設置）

主宰：内閣総理大臣 構成員：全閣僚

○ 総合的な犯罪対策の企画立案・総合調整・推進
○ 広汎かつ強力な企画立案・調整機能が必要となる課題への対応
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犯罪対策のうち特定の課題につき、
専門的・継続的な検討、対策の推進
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犯罪対策にも配慮した
施策の推進

「テロの未然防止に関する行動計画」
（16年12月10日 決定）

「人身取引対策行動計画」
（17年12月７日 決定）

「犯罪から子どもを守るための対策」
17年12月20日 決定
18年12月13日 改定
19年12月14日 改定

「安全・安心なまちづくり
全国展開プラン」

（17年６月28日 決定）
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進捗状況等について
犯罪対策閣僚会議に報告
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